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マイナポイント付与の対象となるマイナンバーカードの申請期限
がR5.2末までに延期となり，マイナンバーカードの取得率アップ
と申請者等の利便性向上を図るため，土日の窓口開設及び平日の
開設時間の延長を別紙のとおり実施します。



別紙

マイナンバーカードの申請・交付促進のための取組について

１ 概要

これまで，マイナンバーカードの普及促進のため，本庁舎及び支所での申請受付のほか，

家電販売店，大型商業施設などのスペースを活用した出張申請や，９月には期間限定で支所

の開設時間を延長し，また１２月には申請臨時窓口の設置や市民課の土日開庁を実施して，

マイナンバーカード取得率アップと取得を希望する市民へのサービス向上を図ってきた。

令和４年１２月末現在の旭川市のマイナンバーカード交付率は，５３．４％となっている

が，マイナポイント付与の対象となるマイナンバーカードの申請期限が，令和４年１２月末

までが令和５年２月末までに延期されたことを受け，引き続きこの効果を活用し，マイナン

バーカード取得率アップを目指す必要がある。

ついては，マイナポイントの申請のため，できるだけ速やかに申請者にマイナンバーカー

ドを交付する必要があり，申請及び交付の機会を増やすため，次の取組を行う。

２ 取組内容

(1) 土日開庁

ア 実施期間

令和５年１月の第４並びに令和５年２月の第２及び第４土曜日及び日曜日

（１／２８，１／２９，２／１１，２／１２、２／２５，２／２６）

イ 開庁時間

午前９時３０分から午後５時まで

ウ 実施場所

総合庁舎１階市民課

エ 取扱業務

マイナンバーカードの申請，受取，再発行等及びマイナポイントの申込サポート

なお，カードの受取場所として支所を指定した方は土日開庁での受取はできません。

(2) 開設時間の延長

ア 実施期間

令和５年２月の火曜日及び水曜日（２／１を除く。）

（２／７，２／８，２／１４，２／１５，２／２１，２／２２，２／２８）

イ 延長時間

午後５時１５分から午後８時まで

ウ 実施場所

（ア） 火曜日（２／７，２／１４，２／２１，２／２８）

東旭川支所（旭川市東旭川北１条６丁目）

東鷹栖支所（旭川市東鷹栖４条３丁目）

（イ） 水曜日（２／８，２／１５，２／２２）

永山支所（旭川市永山３条１９丁目）

神楽支所（旭川市神楽３条６丁目）

エ 取扱業務

マイナンバーカードの申請，受取，再発行等及びマイナポイントの申込サポート

なお，カードの受取場所として延長する支所を指定した方以外の方は受取はできませ

ん。


